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産
業
振
興
部

地
域
営
農
課

農 産 物 ６ 次
産 業 化 事 業

　調理用トマト及び辛味大根の試験栽培を
行うとともに、定期的な検討会議を開催し
生産・加工・流通ルートの確立を目指します。

　2か月に1回の検討会議を実施するとと
もに、成果物を利用した加工品の試作を行
います。

　６次産業化プロジェクト会議を立ち上
げ、月1回の会議を開催。調理用トマト試
験栽培（約10a）を行い、毎週JA、地域
おこし協力隊員による生育調査を行いまし
た。
　調理用トマト収穫後、加工業者によるピ
ューレ試作を行い、安芸高田東京神楽公演、
産直市でテスト販売を行いました。

商
工
観
光
課

サテライトオ
フ ィ ス・ 企
業 誘 致 事 業

　安芸高田市の空き公共施設等を活用した
サテライトオフィス・企業の誘致に向け、
ふるさと応援の会、市内立地企業及び広島
県関係行政機関等と連携し、プロモーショ
ン活動を行います。

　本市の魅力をＰＲできるプロモーション
用パンフを作成するとともに、15社へプ
ロモーションを行います。

　サテライトオフィス支援、起業支援につ
いて、助成制度の検討を行いました。
　また、市内企業３社より、規模拡大の相
談を受け、１社について企業立地奨励条例
の指定を行いました。

建
設
部

住
宅
政
策
課

住 宅 対 策 充
実 事 業（ 空
き 家 バ ン ク
関 係 事 業 ）

　空き家実態調査・所有者等への意向調査
を基に、空き家バンクへの登録促進及び利
用者登録を進めます。「空き家対策協議会」
を設置し、空き家の適正管理及び活用につ
いて空き家対策基本方針・対策計画を策定
します。

　空き家の活用目標を50件以上とします。 ・�空き家対策協議会を設置し、「空き家等
対策基本方針」を定め、空き家等対策計
画原案を作成しました。

・空き家の活用状況
　登録43件（内新規37件）
　成約24件

建
　
設
　
課

幹線道路整備
事 業（ 東 広
島 高 田 道 路
整備促進事業）

【東広島高田道路】
・吉田側　橋梁上部工事、本体盛土工事
　下流排水対策（用地測量・用地売買契約）
・正力側　ボックスカルバート工事、側道
整備工事

　地域高規格道路東広島高田道路の早期の
完成を目指し、広島県と連携を密にして着
実に事業を推進します。

【吉田側】�橋脚1基・橋台1基・側道工事は
完了しましたが、ボックスカル
バート・橋梁上部工は、変更増
により繰越となりました。

【正力側】�側道工事・跨道橋は完了しまし
たが、ボックスカルバート工事
は繰越となりました。

【下流排水対策】用地測量が完了しました。

上
下
水
道
課

水道整備事業
（水道・簡易水道
建設改良事業）

　未給水区域の解消については、ボーリン
グ等の補助により対応しておりましたが、
吉田町の水利を利用するなど、水源を確保
することにより未給水区域の解消事業に着
手しました。
　今年度は、美土里町本郷・横田地区の水
道施設の整備を進め、安芸高田市全体の水
道の普及率の向上を目指します。また、簡
易水道事業等の水道事業への統合を進め、
新たな水源の確保と連絡管の整備、施設の
統廃合を検討します。

【美土里町本郷・横田地区】
・機械、電気計装設備
・水道管布設工事　L=9,600m
　水道普及率７６．０％以上を目指します。

【本郷地区区域拡張　美土里町本郷・横田】
・横田浄水場
　（機械、電気計装設備）が完成しました。
・水道管布設工事　L=2,823m
【丹比・可愛地区区域拡張　美土里町横田】
・横田第2配水池、奈良谷加圧ポンプ所
　（機械、電気計装設備）が完成しました。
・水道管布設工事　L=2,815m
※�水道管布設延長が、目標値と異なるのは、
機械電気の設備工事との事業調整による
ものです。

※水道普及率は、75.3％になりました。

教
育
委
員
会
事
務
局

学
校
教
育
課

学 力 向 上
推 進 事 業

　学習補助員等の配置によるきめ細やかな
教育環境の提供、教員の授業力向上、「安
芸高田市学力向上戦略」策定等の取組をと
おして、小中学校児童生徒の確かな学力を
定着させます。

　平成28年6月に実施される広島県「基
礎・基本」定着状況調査における通過率
60%以上の児童生徒の割合を80％以上に
します。
※（参考）平成27年度実績
　小学校児童　82%
　中学校生徒　72%

・�学習補助員等を６名配置し、きめ細かな
指導と児童生徒が安心して学べる教育環
境づくりに取り組みました。

・�教員の授業力向上を図るため「複数校の
協働による授業づくり」を推進し、研究
主任研修会を３回、中学校区ごとの研修
会を53回実施しました。

・�平成28年度から平成31年度までを計画
期間とした「安芸高田市学力向上戦略」
を策定しました。

教
育
総
務
課

学校規模適正化
推 進 事 業

　少子化が急速に進展する中にあって、特
に課題となる小学校の過小規模校化の解決
を重点として、将来的な展望のある教育環
境の整備を目的に学校規模の適正化を推進
します。

　小学校の統合協議を継続し、課題整理を
行う中で合意形成を図るとともに、現「推
進計画」の見直しを図ります。

・�統合区ごとに目標を定めて、準備委員会・
専門部会で協議を行いました。その結果、
八千代地区と甲田地区について、合意形
成がなされ、両地区とも平成30年4月1
日が統合年月日となりました。

・�現「推進計画」の見直しは、素案に対す
る意見募集（パブリックコメント）を経
て、第2期推進計画(平成28年3月改訂
版)として策定しました。
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